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財政援助団体等監査結果報告 
 

Ⅰ 監査の対象 

  令和５年度において、市が財政的援助を行った団体の中から13団体を、指定管理者と

して公の施設の管理・運営を行った団体の中から３団体をそれぞれ抽出し、監査の対象

とした。 

 

 

Ⅱ 監査の着眼点 

  当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行状況について、次の点に主眼をおいて

監査を実施した。 

 

 １ 財政援助団体 

  ⑴ 財政援助団体及び担当課等の補助金等交付手続は、条例、規則及び要綱等に基づ

き適正に行われているか。 

  ⑵ 補助金等は、交付目的に沿って適正に執行されているか。また、住民福祉の面か

ら十分な効果を発揮しているか。 

  ⑶ 補助金等に係る会計処理は、適正に行われているか。また、会計処理上の責任体

制は、明確であるか。 

 

 ２ 指定管理者 

  （担当課等） 

  ⑴ 指定管理者の指定は、法及び条例等に基づいて適正に行われているか。 

  ⑵ 管理に関する協定等の締結は、適正に行われているか。 

  ⑶ 指定管理者に対して、適時・適切に当該業務又は経理の状況に関し報告を求め、

調査し、又は指示を行っているか。また、事業報告書の点検は適切になされている

か。 

 

  （指定管理者） 

  ⑷ 公の施設は、関係法令等（条例を含む。）の定めるところにより、善良な管理者の

注意をもって適切に管理されているか。 

   ア 公の施設の管理に係る会計経理は適正になされているか。 

   イ 管理運営は事業計画及び収支計画に沿って運営されているか。 

   ウ 住民の平等利用は確保されているか。 

  ⑸ 事業報告書は適正に作成され、期限内に提出されているか。また、経費節減は図

られているか。 

  ⑹ 利用料金の収納は適正に行われているか。 
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Ⅲ 監査の主な実施内容 

  監査は、男鹿市監査基準に準拠し、次のとおり実施した。 

 

 １ 財政援助団体 

   担当課等からは補助金等の交付決定に関する原議書類、実績報告書等の関係書類を、

財政援助団体からは決算書、収支証拠書類等の提出を求め、当該書類の確認、閲覧及

び質問等の監査手続を適用して、出納その他の事務の執行が財政的援助等の目的に沿

って行われているか、監査した。 

 

 ２ 指定管理者 

   担当課等からは事業報告書等の関係書類を、指定管理者からは管理業務に係る関係

書類及び帳簿の提出を求め、当該書類の確認、閲覧、質問及び実査等の監査手続を適

用して、出納その他の事務の執行が公の施設の指定管理の目的に沿って行われている

か、監査した。 

 

 

Ⅳ 監査の日程、対象団体、担当課及び実施場所等 

 

 １ 財政援助団体 

日 程 対 象 団 体 補 助 金 等 の 名 称 担 当 課 実 施 場 所 

令和6年 

9月30日

（月） 

椿地区部落代表者会 男鹿市地域振興基金活用事

業補助金 企画政策課 

監査委員事務局 

秋田県漁業協同組合 水産物販路拡大事業補助金 

農林水産課 

株式会社 アキタ新富 
園芸経営生産性向上支援事

業費補助金 

男鹿市商工会 男鹿市商工会補助金 
男鹿まるごと

売込課 
一般社団法人  男鹿市

観光協会 消費拡大事業費補助金 

男鹿市民文化祭実行委

員会 男鹿市民文化祭補助金 
文化スポーツ

課 なまはげカップ中学生

バスケットボール大会

実行委員会 

なまはげカップ中学生バス

ケットボール大会補助金 
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日 程 対 象 団 体 補 助 金 等 の 名 称 担 当 課 実 施 場 所 

10月1日

（火） 

株式会社 アマノ 男鹿市食育連携推進事業費

補助金 子育て健康課 

監査委員事務局 

男鹿市立男鹿東中学校 男鹿市中学校各種文化・体育

大会派遣費補助金 学校教育課 

社会福祉法人  男鹿市

社会福祉協議会 
男鹿市社会福祉協議会補助

金 福祉課 

一般社団法人  男鹿市

観光協会 
外国人観光誘客促進事業費

補助金 

観光課 

寒風山山焼き実行委員

会 
寒風山山焼き実行委員会補

助金 

株式会社 雄山閣 男鹿市宿泊施設生産性向上

支援事業費補助金 

男鹿を美しくする会 男鹿を美しくする会負担金 

 

 

  ２ 指定管理者 

日 程 対 象 団 体 公 の 施 設 の 名 称 担 当 課 実 施 場 所 

10月2日 

（水） 

社会福祉法人 男鹿保

育会 
男鹿市立保育園７園 子育て健康課 

監査委員事務局 

男鹿保育会 

株式会社 おが 男鹿市複合観光施設 
男鹿まるごと

売込課 

監査委員事務局 

男鹿市複合観光

施設 

 

10月3日 

（木） 

一般社団法人 男鹿市

観光協会 
男鹿総合観光案内所 観光課 

監査委員事務局 

男鹿総合観光案

内所 

一般社団法人 男鹿市

観光協会 

インフォメーションセンタ

ーわかみ 
観光課 

監査委員事務局

インフォメーシ

ョンセンターわ

かみ 
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Ⅴ 監査の結果 

 

１ 財政援助団体 

   監査の対象とした各財政援助団体の補助事業については、概ね適正に実施されてい

るが、一部に改善すべき事項等があったので、事業執行に当たって、留意されたい。 

 

  ⑴ 補助金のチェック体制の強化等について 

補助事業の実施主体は、補助事業の内容を変更しようとする場合、変更申請書を

市長に提出し、承認を受けなければならないとされている。 

農林水産課の園芸経営生産性向上支援事業費補助金では、生産性の向上に要する

パイプハウス及び防除機の導入経費を助成しているが、補助金の交付決定後に値引

きがあったにもかかわらず、変更申請が行われることなく、申請時と同額で実績報

告が行われ、市の補助率（２分の１以内）を超える、過大な補助金が交付されてい

た。 

このことは、実施主体からの報告がなかったことから、事業担当者も認識してい

なかったとしており、監査対象となった後の点検で判明している。 

その後の調査により、本事業では、さらに２件の同様の事案のあることが分かり、

補助金の過大交付額は、３件で 199,000 円となっている。 

これらは、補助金の交付申請時に、市が実施主体に対して、事業内容に変更があ

った場合には、変更申請が必要となることを説明していなかったこと、補助対象施

設等の導入時や実績報告時等に、関係書類の確認等を行っていなかったことなどが

原因で生じたものである。 

こうした事案が生じないよう、補助金の手続きについて十分に説明するとともに

チェック体制の一層の強化等に努められたい。 

なお、過大交付された補助金の返還手続きを適切に進められたい。 

 

  ⑵ 財政援助団体の業務委託について 

観光課の補助金を受けた寒風山山焼き実行委員会では、山焼きの実施に当たり、

防火帯の設定業務を事業者に委託しているが、委託業務の内容については、口頭で

伝えている。 
山焼きにおいては、万全な安全対策が必要で、特に延焼を防止するための防火帯

の設定は重要であること、また、実行委員会の事務局は観光課職員が担い、事業費

のほぼ全額に市の補助金を充てており、実質的に市が行う業務と同様と考えられる

ことなどから、業務に対する受託者との認識のずれが生ずることを防止するととも

に、トラブルが発生した場合の証拠とするためにも、口頭ではなく仕様書等の文書

で、委託業務の詳細な内容について双方で確認しておくべきと考えられるので、改

善されたい。 
 

  ⑶ 補助金の終期の設定と補助対象経費の明示について 

補助金の交付について、「補助金の見直しに関する指針」では、長期化・固定化に

よる既得権益化の懸念から、交付期間を原則として３年間としているが、終期が明

示されていないものが見受けられるので、終期を明確に設定されたい。 
また、補助金交付要綱等において、補助対象経費が具体的に示されていないもの

があるので、明示されたい。 
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２ 指定管理者 

監査の対象とした指定管理者３団体による公の施設（４施設）の指定管理について

は、概ね良好な管理・運営が行われていると認められるが、業務をより適正かつ円滑

に進めるため、次の事項に留意されたい。 

 

  ⑴ 自主事業への積極的な取組について 

指定管理者が行う自主事業については、運営に当たる人材の不足等によって、取

組の拡大等が難しい状況がみられるが、利用者の増加や指定管理者自らの収益の向

上のためにも重要であり、広く事業者や関係団体等の支援・協力を得ることなどに

よって、積極的に事業を展開されるよう望みたい。 
 

⑵ 基本協定で定める事項について 

指定管理業務を適正かつ円滑に行うために必要な事項は、指定管理者制度の運用

に係るガイドラインやモニタリング基準等で定められているが、経理事務の方針や

体制等のルールを定める経理規程の設定等について、基本協定に盛り込まれていな

いものがみられるので、是正されたい。 

 

３ その他 

   事務処理上の軽微な誤りや不備な点については、監査時に担当職員に口頭で指導し、

又は改善を要望した。 

 

   各財政援助団体及び指定管理者の監査結果は、次のとおりである。 
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椿地区部落代表者会 
 
１ 補助金等の名称 
   男鹿市地域振興基金活用事業補助金 
 
２ 補助金等の交付額 

   １００，０００円（男鹿市地域振興基金） 
 
３ 補助金等の交付根拠条例等 

   男鹿市地域振興基金活用事業補助金交付要綱 

 

４ 補助金等の交付目的 

市民が主体となって実施する地域づくりの活動を支援し、市民の連携の強化及び地

域振興を図る。 

 

５ 事業概要と実績 

 ⑴ 事業概要 

    年齢や体力差に関係なく誰もが楽しめるニュースポーツ（スマイルボウリング）

の教室・大会を実施し、健康維持と世代間交流を通して椿地区住民の連携強化及び

地域振興を図る。 

 ⑵ 実績 

   ・スマイルボウリング教室 開 催 日 令和６年１月１８日（木） 

             講  師 男鹿市スポーツ協会 

                参加人数 ２５名 

   ・スマイルボウリング大会 開 催 日 令和６年２月１８日（日） 

                参加人数 ３６人（来場者数 ４５人） 

 

６ 事業収入、支出の状況 

   収  入  １３５，７５３円（市補助金の比率 ７３．７％） 

   支  出  １３５，７５３円 

   差  引        ０円 

 

７ 事業の効果 

市民が主体となって地域振興のために実施する事業を財政的に支援することで、活

動の後押しとなっている。 

年齢を問わず楽しめるニュースポーツ（スマイルボウリング）を通して、住民の健

康増進のみならず、地域間・世代間交流が図られ、地域の連携強化に寄与している。 

 

８ 監査の結果 

補助事業は、補助金の交付目的に沿って執行されており、出納その他の事務は、概

ね適正に処理されているものと認められた。 

なお、本事業では、毎年度、実績が予算上の予定数を下回る状況が続いているので、

実施団体の積極的な掘り起こしによって、事業効果の発現に努められたい。 

また、事業の継続実施が可能な年限等を明示されたい。 
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秋田県漁業協同組合 

 
１ 補助金等の名称 
   水産物販路拡大事業補助金 
 
２ 補助金等の交付額 

   ２０４，０００円（市全額） 

 

３ 補助金等の交付根拠条例等 

   男鹿市農林水産関係補助金交付要綱 

 

４ 補助金等の交付目的 

男鹿で水揚げされた魚のブランド化を図ることにより、男鹿産魚介類のＰＲと販路 

拡大を図る。 

 

５  事業概要と実績 

⑴ 事業概要 

    男鹿産魚介類への産地表示タグの取付やパック用シールの貼付等により認知度

を向上させる。 

⑵ 実績 

・中央北地区 購入枚数 シ ー ル   ５，０００枚 

               レッテル １１０，０００枚 

               ラ ベ ル   ３，０００枚 

 

６ 事業収入、支出の状況 

   収  入  ４０８，５００円（市補助金の比率 ４９．９％） 

      支    出  ４０８，５００円 

      差    引        ０円 

 

７ 事業の効果 

産地表示タグの取付やパック用シールの貼付等により、男鹿産魚介類の周知と販路

拡大が図られた。 

 

８ 監査の結果 

補助事業は、補助金の交付目的に沿って執行されており、出納その他の事務は、概

ね適正に処理されているものと認められた。 

なお、本事業は、同一内容で継続して実施されているので、事業主体の自立を

促すためにも、補助事業の終期を設定するとともに、補助対象経費を明示された

い。 
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株式会社 アキタ新富 

 
１ 補助金等の名称 
   園芸経営生産性向上支援事業費補助金 
 
２ 補助金等の交付額 

   ３，１７３，０００円（市全額） 

 

３ 補助金等の交付根拠条例等 

   男鹿市農林水産関係補助金交付要綱 

 

４ 補助金等の交付目的 

物価等価格高騰の影響により、園芸経営の収益性が著しく悪化し、物価の高止まり

も見込まれていることから、老朽化した施設及び省エネ効果のある機械等の導入に支

援し、生産費の縮減による農業所得の増加を図る。 

 

５ 事業概要と実績 

⑴ 事業概要 

    生産性の向上に資する園芸施設・機械の更新に係る導入経費に対し補助する。 

⑵ 実績 

   ・パイプハウス ３棟 

・自走動噴   １台 

 

６ 事業収入、支出の状況 

   収  入 ６，９８２，５５８円（うち補助対象事業費に対する市補助金の比率 ５０．０％） 

   （実績） ６，７６０，６００円（うち補助対象事業費に対する市補助金の比率 ５１．６％） 

   支  出 ６，９８２，５５８円 

   （実績） ６，７６０，６００円 

   差  引         ０円 

 

７ 事業の効果 

導入した施設・機械の活用により生産性の向上が図られるとともに、生産費の縮減

等により園芸作物経営の安定化に寄与している。 

 

８ 監査の結果 

補助金交付決定後に、対象施設・機械の値引があったが、補助金の変更申請が行

われることなく補助率（２分の１以内）を上回って、補助金が過大に交付されて

いた。 

補助金の交付決定時に、市が実施主体に対して、事業内容に変更があった場合

には変更申請が必要となることを説明するとともに、実績報告時等に請求書等の

確認を行うなど、チェック体制を強化することによって、こうした事案の再発防

止に努められたい。 

なお、本事業では、さらに２件の同様の事案が確認されているので、過大交付

分の返還手続を適正に進められたい。 
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男鹿市商工会 

 
１ 補助金等の名称 
   男鹿市商工会補助金 
 
２  補助金等の交付額 
   ３，６００，０００円（市全額） 
 
３  補助金等の交付根拠条例等 
      男鹿市観光文化スポーツ部男鹿まるごと売込課補助金交付要綱 
 
４ 補助金等の交付目的 

組織経営の拡大と強化、運営基盤の安定を通じ、地域振興活動や経営の改善及び事

業への積極的な取組を図る。 
 
５ 事業概要と実績 
⑴ 事業概要 

    伴走型支援を通じて、会員はじめ地域小規模事業者の販路開拓支援や安定的な経

営基盤の確立や創業支援、事業承継支援などに取組む。 

⑵ 実績 
・創業支援数        １４件 

・創業実現数        １０件 

・持続化補助金申請支援数   ４件 

・物産展等販路拡大支援件数 １８件 ほか 

 
６ 事業収入、支出の状況 
   収  入  ４４，２２９，９２４円（市補助金の比率 ８．１％） 
     支    出  ４４、２２９，９２４円 
      差    引           ０円 
   
７ 事業の効果 

白神八峰商工会や北秋田市商工会との積極的な広域連携の実施により、秋田県の商

工会として初めてとなる都市圏大規模商談会への共同出展を実現し、連携のスケール

メリットを事業者の成果に結びつけることができた。 
 
８ 監査の結果 

補助事業は、補助金の交付目的に沿って執行されており、出納その他の事務は、概

ね適正に処理されているものと認められた。 
なお、補助金交付要綱における補助対象経費と、実績報告の補助金の使途の整合性

を明確にされたい。 
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一般社団法人 男鹿市観光協会 

 
１ 補助金等の名称 
   消費拡大事業費補助金（鯛まつり） 
 
２ 補助金等の交付額 

   １，０００，０００円（市全額） 

 
３ 補助金等の交付根拠条例等 
   男鹿市観光文化スポーツ部男鹿まるごと売込課補助金交付要綱 
 
４ 補助金等の交付目的 

地場産品の販売促進を図るため、アフターコロナに対応した地場産品販売事業を実

施する地域事業者等を支援する。 

 

５ 事業概要と実績 

⑴ 事業概要 

男鹿の鯛まつりの認知度を高めるため、オープニングイベントの開催やマスコミ

での告知のほか、真鯛の消費拡大を狙いとした捌き料の補助などを通じて、内外に

まつり開催をアピールし、機運の醸成と地域の素材の魅力を発信する。 

⑵ 実績 

・男鹿の鯛まつりキックオフイベントの開催 

    開 催 日 令和５年５月１３日（月）・１４日（日） 

    会  場 男鹿駅前ハブアゴー広場、道の駅おが 

    来場者数 ４，０００人以上 

  ・鯛まつり期間中のオリジナルメニューの提供（宿泊施設７施設・市内飲食店 13 

   店舗）、真鯛の販売促進（捌き料の補助 93 件）、保育園児による鯛の絵展示（約 

   60 枚を道の駅内に展示） 

 

６ 事業収入、支出の状況 

   収  入  １，４６０，１３７円（市補助金の比率 ６８．５％） 

      支    出  １，４６０，１３７円 

      差    引          ０円 

 

７ 事業の効果 

鯛まつり期間中に様々な事業を展開し、地域全体で男鹿の真鯛をＰＲすることで、

地域事業者の振興と真鯛の消費拡大に寄与している。 

 

８ 監査の結果 

補助事業は、補助金の交付目的に沿って執行されており、出納その他の事務は、概

ね適正に処理されているものと認められた。 
なお、一層の消費拡大につなげることができるよう、具体的な事業効果の把握

に努めながら、事業内容の改善等につなげられたい。 
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男鹿市民文化祭実行委員会 

 
１ 補助金等の名称 
   男鹿市民文化祭補助金 
 

２ 補助金等の交付額 

   １，２５０，０００円（市全額） 

 
３ 補助金等の交付根拠条例等 
   男鹿市観光文化スポーツ部文化スポーツ課補助金交付要綱 
 

４ 補助金等の交付目的 

   多くの市民芸術団体や生涯学習グループ等の発表の場となる市民文化祭の開催を

支援し、市民の交流・交歓を図るほか、本市の芸術文化活動のさらなる発展を期する。 

 

５ 事業概要と実績 
⑴ 事業概要 

    市民文化祭において、舞台発表、作品展示、市民短歌大会、児童生徒文学祭、お

茶席、生け花体験、生涯学習体験コーナーなどを開催する。 

⑵ 実績 
・開催期日 令和５年１０月２７日（金）～２９日（日） 

  ・会  場 男鹿市民文化会館 

  ・出展者等 舞台発表１０８人、作品展示１０３人、市民短歌大会２４首、児童生 

        徒文学祭１，３９２作品 

・来場者数 ７４５人（３日間） 

 
６ 事業収入、支出の状況 
   収  入  １，２６３，７１６円（市補助金の比率 ９８．９％） 

     支    出  １，２５８，５３９円 
     差    引      ５，１７７円 
 
７ 事業の効果 

貴重な市民の発表の場となっており、市民の交流・交歓のほか、本市の芸術文化活

動の発展に寄与している。 
 
８  監査の結果 

補助事業は、補助金の交付目的に沿って執行されており、実施内容は概ね適正  

と認められた。 
市民文化祭に参加する団体の構成員の高齢化が進み、今後の活動の継続が懸念

される状況もみられることから、特に、後継者となる若者等の来場を促進するた

めの工夫・改善に取り組まれたい。 
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なまはげカップ中学生バスケットボール大会実行委員会 

 
１ 補助金等の名称 
   なまはげカップ中学生バスケットボール大会補助金 
 
２ 補助金等の交付額 

   １，１７０，０００円（市全額） 
 
３ 補助金等の交付根拠条例等 

   男鹿市観光文化スポーツ部文化スポーツ課補助金交付要綱 

 

４ 補助金等の交付目的 

中学校教育の一環として、バスケットボールを通して、全国の中学校の交流を図る

とともに、市内チームの強化育成を図る。 

 

５ 事業概要と実績 

 ⑴ 事業概要 

    全国各地から強豪中学校が集まるバスケットボール大会を開催する。 

 ⑵ 実績 

   ・開 催 日 令和５年１２月２８日（木）～３０日（土） 

   ・会   場 男鹿市総合体育館、若美総合体育館 

   ・参加チーム 男子１２チーム、女子７チーム（１チーム棄権） 

 

６ 事業収入、支出の状況 

   収  入  ３，１９６，５１４円（市補助金の比率 ３６．６％） 

   支  出  ２，７９０，１３８円 
   差  引    ４０６，３７６円 

 

７ 事業の効果 

市内及び県内中学生の競技力の向上が図られたほか、閑散期の男鹿温泉郷に 447 名

が宿泊したことで 5,440 千円の経済効果が生まれるなど、交流人口の拡大に貢献して

いるだけでなく、地域経済の活性化にも寄与した。 

 

８ 監査の結果 

補助事業は、補助金の交付目的に沿って執行されており、出納その他の事務は、概

ね適正に処理されているものと認められた。 
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株式会社 アマノ 

 
１ 補助金等の名称 
   男鹿市食育連携推進事業費補助金 
 
２ 補助金等の交付額 

   ５００，０００円（市全額） 
 
３ 補助金等の交付根拠条例等 

   男鹿市食育連携推進事業費補助金交付要綱 

 

４ 補助金等の交付目的 

全ての市民が健全な心身を培い、豊かな人間性を育むために食に対する知識や食を

選択する力を習得し、健康的な食生活を実践できる力を育むための食育を推進する。 

 

５ 事業概要と実績 

⑴ 事業概要 

男鹿東中学校生徒が地元食材を活用した料理を考案し、スーパーセンターアマノ

男鹿店の食育応援週間でレシピ紹介、弁当・総菜販売等を実施するほか、食生活改

善推進員による減塩の普及啓発活動を行う。 

⑵ 実績 

・男鹿東中学校生徒が地元食材を活用した料理を５品考案 

・食育応援週間で生徒考案料理のレシピ紹介及び販売（令和５年９月～２月） 

     レシピの配布 ２１，４７３枚 

     弁当・総菜販売  １，６０４食 

   ・食生活改善推進員による減塩の普及啓発（パンフレット配付、栄養講話等） 

 

６ 事業収入、支出の状況 

   収  入  １，１６１，３９８円（市補助金の比率 ４３．１％） 

   支  出  １，１６１，３９８円 

   差  引          ０円 

 

７  事業の効果 

生徒は、料理の考案を通して地元食材について学ぶとともに、その食材でおいしく

体に良い料理が作れることを実感することができたほか、考案した料理レシピの配布

や弁当等の販売並びに減塩の普及啓発活動により、市民の食と健康への興味・関心が

高まるとともに、地産地消にも寄与している。 

 

８  監査の結果 

補助事業は、補助金の交付目的に沿って執行されており、出納その他の事務は、概

ね適正に処理されているものと認められた。 

なお、本事業については、補助金交付要綱等に、事業の実施期間（終期の設定）を

明示するとともに、事業効果を高めるため、同一の実施主体による継続実施等につい

て検討されたい。 
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男鹿市立男鹿東中学校 

 
１ 補助金等の名称 
   男鹿市中学校各種文化・体育大会派遣費補助金（第 72 回秋田県中学校総合体育大

会） 
 
２ 補助金等の交付額 

   ２７０，００２円（市全額） 
 
３ 補助金等の交付根拠条例等 

   男鹿市中学校各種文化・体育大会派遣費補助金交付要綱 

 

４ 補助金等の交付目的 

男鹿市内の中学校の生徒が、各種文化・体育大会に出場する場合に、その費用負担

の軽減を図る。 

 

５ 事業概要と実績 

⑴ 事業概要 

   第 72 回秋田県中学校総合体育大会へ参加する選手の負担軽減を図るため、出場

７競技の選手の交通費及び参加費について支援する。 

⑵ 実績 

・開催期間 令和５年７月１５日（土）～２９日（土） 

・出場選手 ３４名 

   ・出場競技 バレーボール（女子１１名）、相撲（男子２名）、水泳（男子１名）、ソ

フトテニス（男子２名）、陸上競技（男子６名・女子４名）、柔道（男

子４名・女子３名）、卓球（女子１名） 

 
６ 事業収入、支出の状況 

   収  入  ２７０，００２円（市補助金の比率 １００．０％） 

   支  出  ２７０，００２円 

   差  引        ０円 

 

７ 事業の効果 

男鹿市内の中学校生徒が、各種文化・体育大会に出場する際の費用負担が軽減され

た。 

 

８ 監査の結果 

補助事業は、補助金の交付目的に沿って執行されており、出納その他の事務は、概

ね適正に処理されているものと認められた。 
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社会福祉法人 男鹿市社会福祉協議会 

 
１ 補助金等の名称 
   男鹿市社会福祉協議会補助金 

 

２ 補助金等の交付額 

   １２，３３５，０００円（市全額） 

 

３ 補助金等の交付根拠条例等 
   男鹿市社会福祉補助金交付要綱 

   男鹿市社会福祉協議会補助金算定基準 

 

４ 補助金等の交付目的 
市内における地域福祉の向上を図るとともに、公益性の高い事業を展開する男鹿市

社会福祉協議会の安定した運営及び活動を支援する。 

 

５ 事業概要と実績 

⑴ 事業概要 

   男鹿市社会福祉大会、地域福祉活動事業、地域福祉総合推進事業など、地域福祉

の向上を図るための各種事業を実施する。 

⑵ 実績 

・男鹿市社会福祉大会 開催日 令和６年２月２３日（金） 

           会 場 男鹿市民文化会館 大ホール 

           参加者 約２７０人 

・地域福祉活動事業（いきいきサロンの開催等） 

・地域福祉総合推進事業（単身高齢者世帯への訪問等） 

・福祉活動専門員の設置、心配ごと相談事業、男鹿市民生児童委員協議会事務局業

務、単身高齢者見守り事業、高齢者健康生きがいづくり事業 ほか 

 

６ 事業収入、支出の状況 

    収  入  １９，２２４，１４０円（市補助金の比率 ６４．２％） 

       支    出  １９，２２４，１４０円 

       差    引           ０円 

 

７ 事業の効果 

各種事業の実施により、地域福祉の推進に寄与している。 

 

８ 監査の結果 

補助事業は、補助金の交付目的に沿って執行されており、出納その他の事務は、概

ね適正に処理されているものと認められた。 
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一般社団法人 男鹿市観光協会 

 
１ 補助金等の名称 
   外国人観光誘客促進事業費補助金 
 
２ 補助金等の交付額 

   ３，５９３，０９３円（市全額） 

 

３ 補助金等の交付根拠条例等 

   男鹿市観光文化スポーツ部観光課補助金交付要綱 

 

４ 補助金等の交付目的 

   台湾・秋田間の定期チャーター便の就航に伴い、本市への旅行商品造成を促進する

ため、同便等を利用して来市し、宿泊する外国人観光客に対し、土産物購入補助券を

配布する。 

 

５ 事業概要と実績 

 ⑴ 事業概要 

    観光客の宿泊需要や消費の拡大を図るため、本市へ宿泊する訪日外国人を対象に

市内観光施設で利用可能なお土産券（クーポン券）を誘客のツールとして配布する。 

 ⑵ 実績 

   ・クーポン券 ２，０００円／枚（１人当たり１枚配布） 

   ・配 布 枚 数 １，７０１枚 

   ・使 用 枚 数 １，６８３枚 

 
６ 事業収入、支出の状況 

   収  入  ３，５９３，０９３円（市補助金の比率 １００．０％） 

   支  出  ３，５９３，０９３円 

   差  引          ０円 

 

７ 事業の効果 

クーポン券の発行により、オフシーズンにおける訪日外国人の団体・個人の誘致強

化と市内各観光施設での消費拡大に貢献している。また、誘客ツールとして、現地ツ

アー催行会社と予め情報共有し、ツアー参加者へお知らせすることで、台湾からの訪

日客の誘致拡大に繋がった。 

 

８ 監査の結果 

補助事業は、補助金の交付目的に沿って執行されており、出納その他の事務は、適

正に処理されているものと認められた。 

なお、訪日外国人の誘客に当たっては、関連事業者との連携強化によって、受入環

境の一層の整備を進められたい。 
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寒風山山焼き実行委員会 

 
１ 補助金等の名称 
   寒風山山焼き実行委員会補助金 
 
２ 補助金等の交付額 

   ２，０００，０００円（市全額） 

 

３ 補助金等の交付根拠条例等 

   男鹿市観光文化スポーツ部観光課補助金交付要綱 

 

４ 補助金等の交付目的 

   観光拠点である寒風山の維持管理を兼ねて山焼きを実施し、景観の向上を図る。 

 

５ 事業概要と実績 

⑴ 事業概要 

    維持管理を兼ねて景観の向上を図るため、寒風山大噴火口において山焼きを実施

する。 

⑵ 実績 

   ・実 施 日 令和５年４月１５日（土） 

   ・実施場所 寒風山大噴火口内約１５ｈａ 

   ・参加者数 １９１名（ボランティア、消防団員を含む） 

 
６ 事業収入、支出の状況 

   収  入  ２，０１０，５２０円（市補助金の比率 ９９．５％） 

   支  出  ２，００５，９７２円 
   差  引      ４，５４８円 

 

７ 事業の効果 

観光拠点である寒風山で山焼きを実施することで、景観の向上が図られた。 

 

８ 監査の結果 

本実施委員会では、山焼きの実施に当たり、口頭で、防火帯の設定業務を事業者に

委託している。 

山焼きには、万全な安全対策が必要で、特に、延焼等を防止するための防火帯の設

定は重要であること、また、実行委員会の事務局は、観光課の職員が担うとともに、

事業費のほぼ全額に市の補助金を充てており、実質的に市が行う業務と同様と考えら

れることなどから、受託事業者との認識のずれが生ずることを防止するとともに、ト

ラブルが発生した場合の証拠とするためにも、業務の委託に当たっては、口頭ではな

く仕様書等の書面で、委託業務の詳細な内容を双方で確認しておくべきと考えられる

ので、改善されたい。 

  

-17-



 

株式会社 雄山閣 

 
１ 補助金等の名称 
   男鹿市宿泊施設生産性向上支援事業費補助金 
 
２ 補助金等の交付額 

   １，４７８，０００円（市全額） 

 

３ 補助金等の交付根拠条例等 

   男鹿市宿泊施設生産性向上支援事業費補助金交付要綱 

   宿泊施設生産性向上支援事業費補助金実施要領（秋田県） 

 

４ 補助金等の交付目的 

   燃料及び物価高騰等により、宿泊業を取り巻く経営環境が厳しい状況にあることか

ら、市内宿泊事業者が行うデジタル技術を活用した経営の効率化及び季節による繁閑

の平準化に向けた冬季誘客の促進等の宿泊サービスの高付加価値化による生産性向

上の取組を支援する。 

 

５ 事業概要と実績 

⑴  事業概要 

    市内宿泊事業者が実施する自動チェックイン機、ホテル管理システム等のデジタ

ル技術を活用したシステムの導入、宿泊単価向上に向けた客室改修、新規客層を獲

得するための改修等の取組に支援する。 

⑵ 実績 

    実施事業者 株式会社 雄山閣 

    実 施 内 容 客室改修工事（宿泊単価の向上） 

総 事 業 費 ８，８６８，９６０円（税抜） 

 

６ 事業収入、支出の状況 

   収  入  ８，８６８，９６０円（市補助金の比率 １６．７％） 

   支  出  ８，８６８，９６０円 

   差  引          ０円 

 

７ 事業の効果 

前年同期と比較し、客室単価は平均で約 2,000 円の増となっているが、宿泊人数は

家族、女性客などで 120 人ほど増加しており、付加価値の高い宿泊サービスの提供に

寄与した。 

 

８ 監査の結果 

補助事業は、補助金の交付目的に沿って執行されており、出納その他の事務は、適

正に処理されているものと認められた。 
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男鹿を美しくする会 

 
１ 補助金等の名称 
   男鹿を美しくする会負担金 
 
２ 補助金等の交付額 

   ９００，０００円（うち県補助金 380,000 円） 

 

３ 補助金等の交付根拠条例等 

   男鹿を美しくする会会則 

 

４ 補助金等の交付目的 

   男鹿の自然を美しく保持するとともに、健康で快適な利用ができる公園とすること

を目的とする。 

 

５ 事業概要と実績 

⑴  事業概要 

   公園内及び観光拠点の草刈り等の実施、公園利用者がもたらすゴミ等廃棄物の収   

集・運搬処理、公園利用者の自然保護思想及びゴミの持ち帰り運動等清掃思想の普   

及活動などを行う。 

⑵ 実績 

   ・国定公園内及び観光拠点等の草刈り、清掃 

・国定公園内産廃収集及び処理 

・チップボックスの設置 

・男鹿総合観光案内所花壇管理 

 
６ 事業収入、支出の状況 

   収  入  ９７４，７６８円（市補助金の比率 ９２．３％） 

   支  出  ９５７，４９９円 
   差  引   １７，２６９円 

 

７ 事業の効果 

公園内のゴミや産廃等の収集運搬処理、草刈り・枝払いなどを行うことにより、快

適な公園利用ができるとともに、美化清掃及び環境美化に大きな効果を上げている。 

 

８ 監査の結果 

事業は、負担金の交付目的に沿って執行されており、出納その他の事務は、概ね適

正に処理されているものと認められた。 

なお、団体の運営は、実質的に市が行っていると考えられるものであり、事務処理

に当たっては、市の規程等に準じて行うよう留意されたい。 
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社会福祉法人 男鹿保育会 

（指定管理施設：男鹿市立保育園７園） 

 

１ 根拠条例 

   男鹿市保育園条例 

 

２ 指定管理料 

   ５００，４７６，２４９円 

 

３ 管理に関する協定等 

 ⑴ 男鹿市立保育園の指定管理に関する基本協定書及び変更協定書 

⑵ 男鹿市立保育園の管理運営に関する年度協定書 

 

４ 管理の対象業務 

 ⑴ 男鹿市立保育園の運営に関する業務 

 ⑵ 男鹿市立保育園の施設及び維持管理に関する業務 

 ⑶ 病後児保育における保育士等の業務 

⑷ その他市長が必要と認める業務 

 

５ 利用料金 

男鹿市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料条例により、市が利用

料金を徴収する。 

 

６ 実績 

   令和５年度入園児童数：３５３人（定員に対する入所率 ４９．７％） 

 

７ 収入、支出の状況 

   収  入  ５００，４８７，９７６円（市指定管理料の比率 ９９．９％） 

   支  出  ５００，４８７，９７６円    ※収入には預金利息を含む 

   差  引            ０円 

 

８ 効果 

平成 25 年度より市が全額出資する指定管理者制度を導入しており、保育専門の社

会福祉法人として、保育士の確保や雇用条件等の待遇改善を行い、保育ニーズに応え

ている。 

 

９ 監査の結果 

施設の老朽化等の課題もあるが、良好な施設の維持管理と、利用者に対するサービ

スの維持・向上に努めており、保護者からの苦情もほぼ無く、概ね適正に管理・運営

されていると認められた。 
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株式会社 おが 
（指定管理施設：男鹿市複合観光施設） 

 

１ 根拠条例 

   男鹿市複合観光施設条例 

 

２ 指定管理料 

   ９，６０７，０００円 

 

３ 管理に関する協定等 

 ⑴ 男鹿市複合観光施設の指定管理に関する基本協定書 

 ⑵ 男鹿市複合観光施設の管理に関する年度協定書 

 

４ 管理の対象業務 

 ⑴ 施設への入館の許可及び入館の制限等に関する業務 

 ⑵ 施設及び設備の維持管理に関する業務 

 ⑶ 複合施設の利用促進に関する業務 

 ⑷ 「道の駅おが」としての機能維持と管理に関する業務 

⑸ 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

 

５ 利用料金 

   男鹿市複合観光施設条例により、指定管理者が利用料金を徴収する。 

 

６ 実績 

   令和５年度来場者数：６１０，９１３人（前年度比 １０８．８％） 

 

７ 収入、支出の状況 

   収  入  １９１，１８８，３８５円（市指定管理料の比率 ５．０％） 

   支  出  １８７，８９１，１２４円 
   差  引    ３，２９７，２６１円 

 

８ 効果 

年間来場者数が 61 万人を超えるなど、地域産業の振興と周遊観光のプラットフォ

ームとしての役割を果たしている。 

 

９ 監査の結果 

施設の良好な維持管理と、利用者に対するサービスの向上に努め、前年度を上回る

来場者数と売上げを確保しており、概ね適正に管理・運営されていると認められた。 

冬期間の賑わいの安定化や、出品者の高齢化・後継者不足等の課題解決に向けて、

関係団体等との連携を強化するとともに、収入の増加につなげるための自主事業の一

層の充実等に努められたい。 
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一般社団法人 男鹿市観光協会 
（指定管理施設：男鹿総合観光案内所） 

 

１ 根拠条例 

   男鹿市男鹿総合観光案内所条例 

 

２ 指定管理料 

   ５，０５１，０００円 

 

３ 管理に関する協定等 

 ⑴ 男鹿総合観光案内所の管理に関する基本協定書 

 ⑵ 男鹿総合観光案内所の管理に関する年度協定書 

 

４ 管理の対象業務 

 ⑴ 施設への入館の許可及び入館の制限等に関する業務 

 ⑵ 施設及び設備の維持管理に関する業務 

 ⑶ 観光案内等に関する業務 

 ⑷ 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

 

５ 利用料金 

   男鹿市男鹿総合観光案内所条例により、指定管理者が利用料金を徴収する。 

 

６ 実績 

 令和５年度利用者数：７９，７０８人（前年度比 ９９．９％） 

 

７ 収入、支出の状況 

   収  入  ９，５４０，４０１円（市指定管理料の比率 ５２．９％） 

   支  出  ９，３０８，７１６円 

   差  引    ２３１，６８５円 

 

８ 効果 

男鹿観光の玄関口にある案内所としての利用環境の充実や賑わい創出、関係機関と

の事業連携による情報発信等により、施設の利用促進につながった。 

 

９  監査の結果 

施設の経年劣化がみられるが、良好な維持管理と利用者に対するサービスの維持・

向上に取り組んでおり、概ね適正に管理・運営されていると認められた。 
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一般社団法人 男鹿市観光協会 
（指定管理施設：インフォメーションセンターわかみ） 

 

１ 根拠条例 

   男鹿市インフォメーションセンターわかみ条例 

 

２ 指定管理料 

   ３，４１７，０００円 

 

３ 管理に関する協定等 

 ⑴ インフォメーションセンターわかみの管理に関する基本協定書 

 ⑵ インフォメーションセンターわかみの管理に関する年度協定書 

 

４ 管理の対象業務 

 ⑴ 施設利用の許可及び利用の制限等に関する業務 

 ⑵ 施設及び設備の維持管理に関する業務 

 ⑶ 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

 

５ 利用料金 

   男鹿市インフォメーションセンターわかみ条例により、指定管理者が利用料金を徴

収する。 

 

６ 実績 

 令和５年度利用者数：２７，９００人（前年度比 ９４．９％） 

 

７ 収入、支出の状況 

   収  入  ５，１４７，８１８円（市指定管理料の比率 ６６．４％） 

   支  出  ４，９０１，７９５円 

   差  引    ２４６，０２３円 

 

８ 効果 

観光宣伝とともに、産直施設における品ぞろえの充実等により、地域産業の活性化

と地域経済の発展に寄与している。 

 

９  監査の結果 

施設の老朽化が進む中で、良好な維持管理に努めており、概ね適正に管理・運営さ

れていると認められた。 

利用促進に向けた取組を行っているが、利用者は年々減少する傾向が続いているの

で、より集客力のある自主事業等の実施について検討されたい。 
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